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　　　新１年生用
自転車通学許可願（新規）
　　　　　　　　

 山形県立長井高等学校長 殿

 　 交通法規ならびに本校自転車使用規定を守り、また、下記の通り整備点検を済ませておりますので、自転車で通学することを許可してくださるようお願いいたします。
	＜生徒＞
	１年　組　　番
	　　　　　　

	氏名
	

	
	（プレート番号　　　　　　　）　　　

	＜保護者＞
	㊞


＊新規で申請する場合は、プレート番号は不要

記

	整備点検項目
	 （１）危険な突出・先鋭部
 （２）ハンドルの取り付け
 （３）サドルの取り付け
 （４）ペダル・ギヤクランクの取り付け
 （５）ネジのゆるみ・車軸の回転の円滑さ
 （６）前後ブレーキの作動
 （７）変速・チェーンギアの作動
 （８）前照灯の取り付け・性能
 （９）反射器又は尾灯の取り付け・性能
 （10）ベルの取り付け・性能
 （11）錠・スタンドなどの取り付け
 （12）タイヤの損傷・空気圧
 （13）記名　　　　　　　　　
 （14）TSマークの自転車への添付【青色・赤色・緑色】（どちらかに〇）

	
 自転車安全整備店名               　　　　　　　　　                　   



　印
                 　　　      　　　　　　 令和　　　年　　　月　　　日

	防犯登録番号
	
	車 体 番 号
	

	自転車通学経路の略図（使用する区間）
	氏名

	      
北

	

	

	

	

	

	

	

	



 ＜付記＞
１．使用許可手続きについて
　 （１）自転車通学許可についての窓口は生徒保健課とします。

２．自転車通学について
    （１）自転車通学を許可する期間は、道路に圧雪が認められる前までとします。
　　（２）登下校に限らず、交通ルール・マナーを守り、安全運転を心がけること。
　　（３）許可を受けた自転車は、指定された場所に整然と並べ、必ず施錠をすること。

３．違反について
　　以下の①～③に該当する場合は、自転車通学許可の取り消し指導を行う場合があります。
　　　① 過失による人身事故
　　　② 2人乗り、傘さし運転、無灯火、右側通行、並進、携帯電話等を使用しながらの運転等
　　　③ 指定された場所以外への駐輪、無施錠等、自転車の置き方の約束事項等の違反
　※ 道路交通法の違反者には、罰金を含む厳しい処罰が科されることもあります。

